
議案第 59 号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部改正について

次のとおり職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正することについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。

平成17年12月６日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表



示に下線が引かれた条（以下この条において「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対

応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条（以下この条において「削除条」という。）を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。）に改める。

改 正 後 改 正 前

（休息時間）

第７条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、人事委員会の定

める基準に従い、休息時間を置くものとする。

（船員の勤務時間等の特例） （ 船員の勤務時間等の特例）

第７条 略 第 ８条 略

２ 略 ２ 略

３ 任命権者は、前条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職員 ３ 任命権者は、第６条の規定にかかわらず、船舶に乗り組む職

の休憩時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めるこ 員の休憩時間について、人事委員会の承認を得て、別に定める

とができる。 ことができる。



第８条 略 第 ９条 略

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） （正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第９条 任命権者は、人事委員会（労働基準法（昭和22年法律第 第10条 任命権者は、人事委員会（労働基準法（昭和22年法律第

49号）別表第１第１号から第10号まで及び第13号から第15号ま 49号）別表第１第１号から第10号まで及び第13号から第15号ま

でに掲げる事業にあっては労働基準監督署長）の許可を受け でに掲げる事業にあっては労働基準監督署長）の許可を受け

て、第２条から第５条まで、第７条第１項及び前条に規定する て、第２条から第５条まで、第８条第１項及び前条に規定する

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間にお 勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間にお

いて職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的 いて職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的

とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をす とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をす

ることを命ずることができる。 ることを命ずることができる。

２ 略 ２ 略

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第10条 略 第 10条の２ 略



２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 ２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子 （職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子

を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者 を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者

に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において

同じ。）が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を 同じ。）が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を

養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務 養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を

除き、１月について24時間、１年について150時間を超えて、 除き、１月について24時間、１年について150時間を超えて、

前条第２項に規定する勤務（災害その他避けることのできない 第10条第２項に規定する勤務（災害その他避けることのできな

事由に基づく臨時の勤務を除く。第４項において同じ。）をさ い事由に基づく臨時の勤務を除く。第４項において同じ。）を

せてはならない。 させてはならない。

３ 略 ３ 略

４ 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定め ４ 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定め

るところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合 るところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合

には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ず には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ず

ることが著しく困難である場合を除き、１月について24時間、 ることが著しく困難である場合を除き、１月について24時間、



１年について150時間を超えて、前条第２項に規定する勤務を １年について150時間を超えて、第10条第２項に規定する勤務

させてはならない。 をさせてはならない。

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）

第２条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表

示に下線が引かれた条（以下この条において「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動条に対

応する移動後条が存在しない場合には、当該移動条（以下この条において「削除条」という。）を削る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び削除条を除く。以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。）に改める。

改 正 後 改 正 前

（休息時間）

第７条 市町村教育委員会は、所定の勤務時間のうちに、人事委

員会の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。



（正規の勤務時間以外の時間における勤務） （正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第７条 略 第 ８条 略

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第８条 略 第 ８条の２ 略

２ 市町村教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子の ２ 市町村教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態とし ある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態とし

て当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で て当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で

定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項 定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項

において同じ。）が、人事委員会規則で定めるところにより、 において同じ。）が、人事委員会規則で定めるところにより、

当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職 当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ 員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であ

る場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を る場合を除き、１月について24時間、１年について150時間を

超えて、前条第２項に規定する勤務（災害その他避けることの 超えて、第８条第２項に規定する勤務（災害その他避けること

できない事由に基づく臨時の勤務を除く。第４項において同 のできない事由に基づく臨時の勤務を除く。第４項において同



じ。）をさせてはならない。 じ。）をさせてはならない。

３ 略 ３ 略

４ 市町村教育委員会は、要介護者のある職員が、人事委員会規 ４ 市町村教育委員会は、要介護者のある職員が、人事委員会規

則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求 則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求

した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措 した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について 置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について

24時間、１年について150時間を超えて、前条第２項に規定す 24時間、１年について150時間を超えて、第８条第２項に規定

る勤務をさせてはならない。 する勤務をさせてはならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。

（任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

２ 任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれ



た部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（第１号任期付研究員の裁量による勤務） （第１号任期付研究員の裁量による勤務）

第８条 略 第 ８条 略

２～４ 略 ２～４ 略

５ 勤務時間条例第３条第２項、第４条、第５条、第７条、第８ ５ 勤務時間条例第３条第２項、第４条、第５条、第８条、第９

条、第12条及び第17条（同条第１項第２号の海外随伴休暇に係 条、第12条及び第17条（同条第１項第２号の海外随伴休暇に係

る部分に限る。）の規定は、第１項の第１号任期付研究員に る部分に限る。）の規定は、第１項の第１号任期付研究員に

は、適用しない。 は、適用しない。


